
神奈川県 申請者 医療機関 

事前説明 

臨床調査 

個人票記載 
書類準備 

申請受理 

書類審査 

臨床調査個人票（病状）審査 

不承認通知郵送 自己負担限度額決定 

高額療養費の適用区分確認 

受給者証交付（郵送） 

内容は ご案内、受給者証、払戻請求書 
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依頼 
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茅ヶ崎市保健所保健予防課 

不承認 承認 

＜不承認の場合＞ 

   払戻請求書記載 

（上半分は申請者、下半分は医療機関） 

助成は申請
を受け付け
た日から 

 文書料は 

対象外です 

 県庁・保健所 

どちらでも提出可 

 立て替えた

金額を証明 

神奈川県  

がん疾病対策課 

受診・診断 

・ 病気に関する相談（随時） 

・ 講演会の開催など 

申請書類 

一式を送付 

 審査会で 

審査 

 保険証発行 

機関に問合せ 

受給者証が届く

までお待ちくだ

さい 

毎年更新申請が必要です。 

（7月予定） 


